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各保健所長 様 

 

医療整備課長  

 

 

「臨床研究法施行規則の施行等について」及び「「再生医療等の安全性の確保 

等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生 

医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて」の一部 

改正について 

 

このことについて、厚生労働省医政局研究開発政策課長から別添のとおり通知があり

ましたので、内容を御了知の上、関係機関等に周知願います。 

 なお、一般社団法人岐阜県医師会、公益社団法人岐阜県歯科医師会及び一般社団法

人岐阜県病院協会には別途通知しましたので、申し添えます。 
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